
ア 雇用保険事業の附帯事業としての合目的性

（ア）雇用保険の失業等給付の事業に資するか。

失業の予防又は早期解消、労働市場の環境整備等雇用の安定に資するか、雇用の増につな

がるか等。

（イ）合目的性を担保できるか。

いわゆる「ユーザー評価」以外のアウトカム目標が定量的に設定できるか等。

イ 手法の適切性

手法が効果的かどうか、暫定評価も活用し判断。

ウ 積極的な事業の必要性

現時点で積極的に行う必要のある事業であるか。

（注１）必要な経過措置は 年度以降も措置。19
（注２） 年度より、三事業の各事業については、経過措置及び廃止予定事業を除き、小規模のものも含めすべて19

目標設定することとする。

（ ） 。※ 財政制度等審議会の審議において全ての事業の目標設定の必要性が指摘されていることを踏まえ措置

（２）２（２）アの事業（18年度新規事業）

適切な目標を設定することとする。
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